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2020年４月から特定の法人について
電子申請が義務化されます。

（注意事項）
　１　2020年４月以降に開始される各特定の法人の事業年度から適用されます。
　２　社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法人に代わって手続を行う場合も含まれ
　　ます。
　３　以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により届出が可能です。
　　(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
　　(2)労働保険関係手続（保険料申告関係）については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されてい
　　　る場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立し
　　　た日から50日以内に申告書を提出する場合。

　現在、政府全体で行政手続コスト（行政手続に要する事業者の作業時間）を削減するため、電
子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働
保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。

厚生労働省

特定の
法人とは

○資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に
　納付する拠出金の額が１億円を超える法人
○相互会社（保険業法）
○投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律）
○特定目的会社（資産の流動化に関する法律）

一部の
手続とは

健康保険
厚生年金保険

○被保険者報酬月額算定基礎届
○被保険者報酬月額変更届
○被保険者賞与支払届

労働保険

○継続事業（一括有期事業を含む。）を行
　う事業主が提出する以下の申告書
　・年度更新に関する申告書（概算保険料
　　申告書、確定保険料申告書、一般拠出
　　金申告書）
　・増加概算保険料申告書

雇用保険
○被保険者資格取得届
○被保険者資格喪失届
○被保険者転勤届
○高年齢雇用継続給付支給申請
○育児休業給付支給申請

◎詳細については、健康保険(協会けんぽ管掌の事業所に限る)・厚生年金保険に関する手続は年金事務所に、
　労働保険に関する手続は事業所の所在地を管轄する労働局に、雇用保険の被保険者に関する手続はハロー
　ワーク又は都道府県労働局雇用保険電子申請事務センターにお問い合わせください。



◎ 適用要件

「31日以上の雇用見込み」とは？

◎ 加入手続

・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用
された実績があるとき

雇用保険に加入していますか
～　労働者の皆様へ　～

　31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、この要件に該当すること
となります。

　例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇
用が見込まれるものとして、適用されることとなります。

① １週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 31日以上の雇用見込みがあること

○ 次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、

原則として、全て雇用保険の被保険者となります

○ 加入手続は事業主が行います

○ 労働者の方は自ら加入の要否を確認することもできます

○ 現在未加入であっても遡って加入できる場合があります

雇用保険に加入している場合には、事業主から「雇用保険被保険者資格取得等確認通知

書」「雇用保険被保険者証」が交付されることとなっています。加入すべきと考えられ

るにもかかわらず交付されていない場合は、事業主にご確認ください。

事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、労働者の方自ら、ハローワークに

対して、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができます。

加入すべきであったことが確認された場合には、遡って加入できることとなっています。

詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください



雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主の皆様へ

LL300420保01

　平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等（※）にマイナンバーの記載・添
付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。

※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
◆マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届（様式第２号）
② 雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）
③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書（様式第33号の３）
④ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書（様式第33号の５）
⑤ 介護休業給付支給申請書（様式第33号の６）

◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
（ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合）
⑥ 雇用継続交流採用終了届（様式第９号の２）
⑦ 雇用保険被保険者転勤届（様式第10号）
⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請書（様式第33号の３の２）
⑨ 育児休業給付金支給申請書（様式第33号の５の２）

マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚
生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。
届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。

◆既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について◆
・個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員につい
て、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイ
ナンバーの記載を省略することが可能です（事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届を除く）。
なお、「マイナンバ－届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナン

バーの届出をお願いします。

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の
場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。

☞ 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に
「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について◆
・個人番号記載欄がある届出等（上記①～⑤）については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステ
ムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行う
ことが可能です。この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行
うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いた
しますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。

☞ 新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届に
よる届出を行うことができません。このように、個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になる事情がある場合には、各種届出等の欄
外等に「マイナンバー別途届出（平成○年○月○日頃）」と記載してください（電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄
（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に記載をお願いします）。

本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従

業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で
受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。
なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に「本人事

由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。


